　
　　　　　　　　　　　令和８年度
　　女性・若者応援！起業チャレンジ支援事業
                　募集要領
	【募集期間】
    ①ビジネスプランコンテスト開催事業（女性又は３５歳未満の若者）
　　  令和８年５月１日(金)～令和８年６月１５日(月)　１７：００必着
 ②地域魅力度アップによる女性・若者の県内定着応援事業（性別・年齢制限なし）

      令和８年６月１日(月)～令和８年６月２９日(月)　１７：００必着
【書類の送付、問合せ先】
 　 公益財団法人宮崎県産業振興機構　経営情報課
　　住　　所　　〒８８０－０３０３
          　　　宮崎市佐土原町東上那珂１６５００番地２
    受付時間　　８：３０　～　１７：１５　／月曜から金曜（祝祭日を除く）
Tel　：　　 ０９８５－７４－３８５０
 　 HP　：　 　　https://www.mepo.or.jp/
　　E-mail　： 　https://www.mepo.or.jp/contact
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１　事業の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　  
女性・若者応援！起業チャレンジ支援事業は、宮崎県内で起業、事業承継又は第二創業する者に対し、その起業等に要する経費の一部を補助することにより、宮崎県内における社会的事業における効果的な起業等を促進し、地域の諸課題の解決を通じた地域活力の向上を図ることを目的とします　
２　募集の対象者　　　　　　     　                                                   
本補助金の募集対象者（申請者）は、以下に掲げる要件を全て満たす者であることが必要で
す。
　　(１)新たに起業する場合

   　　① 令和８年４月１日以降、補助事業期間の完了日（最長で令和９年２月１日、以下「完了日」という。）までに、個人事業の開業届又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。
　　   ② 宮崎県内に居住、又は完了日までに県内に居住する予定であること。
    　 ③ 個人事業の開業の届出、又は法人の登記を宮崎県内で行う者であること。
　   　④ 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。
　　   ⑤ 申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力、又は反社会的勢
力との関係を有する者ではないこと。
 　  　⑥ 県税を滞納していないこと。
       ※  ビジネスプランコンテスト開催事業（以下「ビジコン事業」という）
：女性又は35歳未満の若者注1であること。         
※  地域魅力度アップによる女性・若者の県内定着応援事業（以下「県内定着事業」とい
う）：性別・年齢制限なし。
(２)事業承継又は第二創業する場合

　　　 ① 令和８年４月１日以降、完了日までに、Society5.0関連注２の未来技術を活用した新たな社会システムづくりの分野において、地域課題解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主、又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること。
　　　 ②～⑥及び※印は、（１）に同じ。
注１）年齢は、令和８年４月１日現在です。
女性又は３５歳未満の若者に該当する方については、ビジコン事業と県内定着事業の両方に応募することができます（但し、ビジコン事業で採択された場合は、県内定着事業は辞退の扱い）。また、ビジネス事業に応募され、書面審査を通過された方は、最終審査であるビジネスプランコンテストに参加していただくことが条件となります。県内定着事業のヒアリング審査も同様です。
注２）Society5.0関連
サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会

          下記、内閣府ホームページ参照

           https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
　　
３　対象となる事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　    　　
本事業の対象となる事業は、以下に掲げる要件を全て満たす事業であることが必要です。
（１）事業が宮崎県が地域再生計画において定める「社会的事業」の分野注３であること。
※　県内定着事業については、社会的事業のうち、女性や若者にとっての魅力的な地域づくりに資するものであること。
（２）事業を行う地域社会が抱える課題の解決に資する事業であること（「社会性」）。
　（３）提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること（「事業性」）。
（４）事業を行う地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと（「必要性」）。
（５）起業等をする者の生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術注４を活用していること（「デジタル技術の活用」）。
　（６）令和８年４月１日以降、完了日までに新たに起業する事業であること。
（７）宮崎県内で実施する事業であること。
（８）公序良俗に反しない事業であること。
（９）宗教的又は政治的意図を有した事業でないこと。
（10）国（独立行政法人等を含む。）から同種の補助を受けていないこと、又は受ける見込みのないこと。
（11）補助金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２１号）第２条において規定する風俗営業等）でないこと。
（12）事業承継又は第二創業する場合は、Society5.0関連の未来技術を活用した新たな社会システムづくりの分野の事業であること。
（13）宮崎県よろず支援拠点コーディネーター注５による助言、指導を受けている事業であること。
　 注３）社会的事業の分野
	地域産品を活用したフードビジネス・農商工連携・６次産業化や観光関連（グリーンツーリズム等）、鳥獣被害対策、地域経済循環(地域商社等)、子育て支援、移住対策、地域おこし、買い物弱者対策、地域交通対策、高齢者支援、防災・減災など持続可能な社会づくりの分野


注４）デジタル技術
キャッシュレス決済の導入、Ｗｅｂ予約システム、ＥＣサイトによる販売など
　　 注５）宮崎県よろず支援拠点
国が全国に設置している無料の経営相談所で、中小企業・小規模事業者、ＮＰＯ法人等や創業予定の方の売上拡大や経営改善など、経営上のあらゆるお悩みの相談に対応しています。
https://yorozu-miyazaki.go.jp/　
相談予約：📞０９８５－７４－０７８６
４　補助対象事業期間                                                                   
本事業の補助対象事業期間は、補助金の交付決定日注６から令和９年２月１日（完了日）までとなります。
注６）交付決定日は、ビジコン事業は７月下旬、県内定着事業は８月上旬を予定
５　補助率等                                                                           
  　補助率は、補助事業実施のために必要な経費（以下「補助対象経費」という。）の２分の１以内です。
※　補助金は、完了日以降に交付される精算払となります。補助金の交付を受けるまでの間は、金融機関からの借り入れ等必要な資金を自己調達する必要があります。
６　補助限度額                                                                         
ビジコン事業：上限額３００万円～１５０万円
県内定着事業：上限額１００万円
７　採択件数　                                                                         ビジコン事業：５件
県内定着事業：６件程度
８　事業のスキーム（流れ）                                                             
　
	ビ
	ビジコン事業
	県内定着事業

	募集期間（交付申請）
	令和８年５月１日から
令和８年６月１５日まで
	令和８年６月１日から
令和８年６月２９日まで

	書面審査（一次審査）
	結果通知：７月上旬
	結果通知：７月中旬

	最終審査
	ビジネスプランコンテスト
令和８年７月１９日（日）
	ヒアリング審査
令和８年７月３１日（金）

	交付決定
	７月下旬
	８月上旬

	補助事業期間
	交付決定日から最長で令和９年２月１日まで

	実績報告書
	事業完了日から３０日以内、又は令和９年２月１日までのいずれか早い日までに提出

	完了検査、交付額確定
	実績報告書提出日から概ね１０日程度

	補助金交付請求書
	交付額確定後、速やかに提出

	補助金の支払い
	交付請求書提出後、概ね１０日程度


９　補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　補助対象となる経費は、事業遂行に直接必要な経費とし、以下の①から③までの条件を全て　　　満たすもので、下表の費目・経費が対象になります。

	①　使用目的が本事業の遂行に必要なものであることが明確かつ特定できること

②　交付決定日以降の契約、発注により発生した経費であること注７
③　証拠書類等によって金額・支払額が確認できること


　注７）人件費、店舗等借料、及び設備のリース料・レンタル料については、交付決定日より前
の契約であっても、交付決定日以降に支払った補助事業期間中の当該費用は補助対象とな
ります。
	  Ⅰ　人件費　            　　　　　　                                       　       　　  　事業に直接従事する従業員に対して支払う給与・賃金

	対象となる経費
	対象とならない経費

	・補助事業者と雇用契約を締結した従業員に対する給与（基本給、賞与、諸手当を含む）、及び賃金（パートタイマー、アルバイトなどの短時間労働者を含む）
※　補助対象となる金額は、１人当たり月額
３５万円が限度（パート・アルバイトは日額８千円が限度）
　　

・従業員は宮崎県内在住であること

	・法人の場合は、代表者及び役員（監査役、会計参与を含む）の人件費

・個人事業主の場合は、本人及び個人事業主と生計を一にする三親等以内の親族の人件費
・雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
・食事手当、レクリエーション手当等の飲食、娯楽に当たる手当
・通勤手当や交通費に含まれる消費税及び地方消費税相当額
・補助事業の実施のために交付決定日より前に雇用している者がいる場合、交付決定日より前に支払った給与、賃金


	  Ⅱ　事業費　　①店舗等借料    　　　                                              　　　  　事業に使用する店舗、事務所等の賃貸のために要する経費

	対象となる経費
	対象とならない経費

	・店舗、事務所、駐車場等の賃借料、共益費　
・店舗、事務所、駐車場等の賃借に伴う仲介手数料
※　住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係る賃借料のみを対象とし、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る
※　事業に直接関係のない店舗、事務所、駐車場（例：従業員専用の駐車場等）の賃借料は対象外
	・店舗、事務所の賃貸契約に係る敷金、礼金、保証金等の一時金

・火災保険料、地震保険料
・本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等の賃借料
・県外、海外の店舗・事務所の賃貸借契約に係る賃借料等
・既に借用している場合は、交付決定日より前に支払った賃借料


	  Ⅱ 　事業費　　②設備費及び借料　　                                　              　　   　事業の遂行に必要な店舗、事務所等の開設に伴う外装工事、内装工事及び機械装置等の
購入に要する経費
     　機械装置等のリース・レンタル料、会場使用料等に要する経費

	対象となる経費
	対象とならない経費

	・店舗、事務所の開設に伴う外装・内装工事費用
※　住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専用部分に係るものに限り、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分されている場合に限る
　

・事業で使用する機械装置・工具・器具・備品注８の調達費用
注８）１年以上継続して使用できるもので、原則、１件当たりの取得単価が１万円（税抜）以上のもの
・店舗、事務所内で使用する固定電話機、ファックス機、コピー機の調達費用
・特定業務用ソフトウェアの購入費

	・消耗品（使用期限が１年未満のもの。原則、１件当たりの取得単価が１万円未満の安価な物品）の購入費
・中古品の購入費
・不動産の購入費、車両の購入費
・汎用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に明確に必要なものと特定できない物品（容易に持ち運びができ、他の目的に使用できる物品）の調達費用
　例：パソコン、タブレットＰＣ及び周辺機器、カメラ、携帯電話など
・建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事等
・家屋等解体費用、浄化槽設置費用
・家庭用及び一般事務用ソフトウェア購入費


	Ⅱ　事業費　　③原材料費　　   　　                                         　　       
事業で使用する試供品や試作品の製造、製作に伴う原材料の購入、設計、デザイン、製造、改良、加工に要する経費

	対象となる経費
	対象とならない経費

	・試供品や試作品の製造、製作に係る経費として明確に特定できるもの
※　無償での試供かつ補助事業期間内に使い切るものに限る
※　原材料費のうち、無料配布用試供品の原材料の購入等に要する経費を補助対象経費として計上する場合は、その原材料や試供品の受払簿や配布先リストを作成すること
※　補助事業完了時点での未使用残存品の簿価
は、補助対象外
	・主として販売のための原材料仕入れ、商品仕入れとみなされるもの
・販売する製品等の製作や販売に必要なライセンス（販売権、キャラクター使用権等）の購入費



	  Ⅱ　事業費　　④知的財産権等関連経費                             　      　          
事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等（実用新案、意匠、商標を含む）の取得に要する弁理士費用

	対象となる経費
	対象とならない経費

	・弁理士費用（国内弁理士、外国現地代理人の事務手数料）
・外国特許出願のための翻訳料
・外国の特許庁に納付する出願手数料
・先行技術の調査に係る費用
・国際調査手数料及び国際予備審査手数料（調査手数料、送付手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料）
※　出願人は本補助金の申請者（法人の場合は法人名義）であること
※　補助事業者に権利が帰属すること
※　補助対象経費（税抜）の総額の３分の１以内であること
	・他者からの知的財産権等の買い取り費用
・日本の特許庁に納付される出願手数料等（出願料、審査請求料、特許料等）
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
・国際調査手数料及び国際予備審査手数料において、日本の特許庁に納付される手数料
・外部の者と共同で申請を行う場合の経費

※　他の制度により知的財産権の取得について支援を受けている場合は、対象となりません



	  Ⅱ　事業費　　⑤謝金　　　　　　　　              　                               　
　　事業の遂行に必要な指導、助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる　　経費

	対象となる経費
	対象とならない経費

	・事業実施のために依頼した専門家等（士業、大学博士・教授等）に支払われる経費
・開業又は法人設立に伴う司法書士・行政書士に支払う申請書作成経費

※　謝金単価は、その金額が社会通念上妥当であり、対外的に説明可能な金額であること
※　源泉徴収を行う必要のある謝金については、当該処理(補助事業者において預り金処理又は税務署への納付等)を示す資料を整理すること
※　専門家の助言内容が分かる議事録等の資料は、指導内容を具体的かつ詳細に記載すること
	・本補助金に関する書類作成代行費用や本補助金に応募するための指導、助言に対する謝金と認められる経費
・商号の登記や会社設立に伴う登録免許税、定款認証料、収入印紙代
・官公庁に対する各種証明類取得費用

・税理士顧問料、弁護士顧問料


	  Ⅱ　事業費　　⑥旅費　　　　　　　　                        　             　       　
　　事業の実施に当たり必要な販路開拓、事業のＰＲを目的とした国内・海外出張旅費（交通費・宿泊料）の実費
（本人及び従業員に係るもの。上記⑤の謝金を支払う専門家に対するものを含む）

	対象となる経費
	対象とならない経費

	・交通費については、経済的かつ合理的な経路を利用すること
・航空機の料金は、エコノミークラスのみ対象となる。また、早割等様々に割引があるため、必ず搭乗を証明するもの(航空券の半券等)及び支払った料金が確認できるもの(領収書等)を証拠書類として添付すること
・在来線等切符の領収書がない運賃については、公式ホームページなどで料金が確認できる資料を添付すること
・出張報告書には、出張日、出張者に加え、出張内容や出張による成果を詳しく記載し、添付すること
・宿泊料は、原則として下表に記載の金額が上限となります。
	・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、駐車場代等
・金券ショップで購入したチケット代
・鉄道のグリーン車利用料金
・航空機のプレミアムクラス料金
・日当、食事代
・プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイド代
・通勤に係る交通費



[都道府県別上限額]
	８，０００円
	福島、鳥取、山口

	９，０００円
	岩手、石川、静岡、三重、島根

	１０，０００円
	宮城、山形、栃木、群馬、福井、岡山、徳島、愛媛

	１１，０００円
	青森、秋田、茨城、富山、長野、愛知、滋賀、奈良、和歌山、高知、
佐賀、長崎、大分、沖縄

	　１２，０００円
	山梨、兵庫、宮崎、鹿児島

	　１３，０００円
	北海道、岐阜、大阪、広島

	　１４，０００円
	熊本

	　１５，０００円
	香川

	　１６，０００円
	神奈川、新潟

	　１７，０００円
	千葉

	　１８，０００円
	福岡

	　１９，０００円
	埼玉、東京、京都


	  Ⅱ　事業費　　⑦マーケティング調査費  　         　                                 　　  　事業を行う上で必要な市場調査等を行うための経費及び調査員等に対して支払われる経　　　費（自社で行うマーケティング調査に係る費用）

	対象となる経費
	対象とならない経費

	・市場調査等に要する郵送料・メール便などの実費
・市場調査等に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
※　補助事業者自身で実施した場合及び外部人材を活用した場合ともに、市場調査の結果をまとめた成果物(報告書等)を添付すること
※　郵送等による調査は、発送内容が分かる資料(送付物、発送数量及び単価が確認できるもの)を添付すること
	・切手の購入費用
・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等




	  Ⅱ　事業費　　⑧広報費　　　　　　　　　                                             
事業の実施において必要な広告宣伝に要する経費（自社で行う広報に係る費用）

	対象となる経費
	対象とならない経費

	・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費
・展示会出展費用(出展料、配送料)
・展示会への出展等に伴って行われるマーケティング調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用、装飾費、チラシ印刷、配布用サンプル、旅費等
・ホームページ作成費、Ｗｅｂ広告等
・ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費
※　パンフレットやチラシ等については、数量の根拠を明確にし、成果物として添付すること
※　展示会等の出展については、請求書の発行日や出展料等の支払日、展示会開催日が補助事業期間内であること。出展申込みは交付決定日より前でも構いません。
※　広報や宣伝のために購入した見本品や展示品は、見本品であることの表示や形状が明らかに製品版と異なるなど、販売する製品・サービスと明確に区別すること
	・切手の購入費用
・名刺、会社案内パンフレット、会社ロゴマーク作成費
・事業と関係のない活動に係る広報費(当該事業のみに係る広報活動と限定できないもの)
・展示会出展を他事業者と共同で行った場合の出展費用


	Ⅱ　事業費　　⑨外注費　　　　　　　                                 　　            　　　事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に外注（請負）するために支払われる経費（自社　　で実行することが困難な業務に限る)

	対象となる経費
	対象とならない経費

	・事業に必要な業務の一部を第三者に外注（請負）するための費用
例）試供品や試作品の製作に関して、自社では加工できない業務を一部、加工依頼する費用
　　ホームページ、Ｗｅｂサイトの作成を委任する費用
※　外注内容及び金額等が明記された契約書を締結し、外注する側である事業者に利用権等が帰属すること
	・販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造・開発の全部を外注する費用
・対価を得るサービス（役務）の全部又は一部を外注する費用
・登録免許税、収入印紙代、その他各種証明類取得費用



	  Ⅲ　委託費　　　　　　　　　　　　　                                   　            　  　事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費（自社で実行　　　することが困難な業務に限る)

	対象となる経費
	対象とならない経費

	・事業に必要な業務の一部を第三者に委託するための費用
例）経理事務、電話受付業務等、業務・事務の一部を委任する費用
　　市場調査について調査会社を活用する場合等
　士業や大学博士、教授等以外の専門家から事業に係るコンサルティングや事業遂行にあたるアドバイスを受ける経費
	・販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造・開発の全部を委託する費用
・対価を得るサービス（役務）の全部又は一部を委託する費用


	  　その他対象とならない経費　　　　　　　                                             　　上記に区分される費用においても、補助対象とならない経費

	・補助事業の目的に合致しないもの
・必要な証拠書類を用意できないもの
・交付決定日以前に発注、購入、契約等をしたもの（人件費、借料等の一部を除く）
・求人広告
・通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)
・光熱水費
・プリペイドカード、商品券等の金券
・オークションによる購入
・事務用品、衣類、食器等の消耗品に類する費用、ユニフォーム（制服）
・雑誌購読料、新聞代、書籍代
・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料
・一括広告費
・本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用
・飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
・自動車等車両の修理費、車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用、法人設立費用、公租公課(消費税及び地方消費税等)、各種保険料
・振込手数料、代引手数料等、借入金などの支払利息及び遅延損害金
・上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な費用


１０　提出書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 　　  
  　ビジコン事業 　　　　　　　　　                     　　　　　　　　             
	　　　　　　　　　　　　提出書類
	提出部数
	確認欄

	補助金交付申請書　　　　　　　（様式第１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	原本　１部
副本１０部
	

	事業計画書注８　　　　　　　　　（様式第１号（別紙１））

	原本　１部
副本１０部
	

	暴力団等排除に関する誓約書　　（様式第１号（別紙２））
	原本　１部

	

	個人情報取り扱い同意書　　　　（様式第１号（別紙３））
	原本　１部

	

	居住地に関する誓約事項　　　　（様式第１号（別紙４））
※　申請時に宮崎県内に居住されていない場合
	原本　１部

	

	補足説明資料
　事業計画書の補足説明資料として、必要に応じて添付が可能
	原本　１部
副本１０部
	


注８）事業計画書中、４申請事業の経費明細表については、４－１（起業支援金）と４－２（県独自起業補助金）の２つを提出する必要があります。４－１、４－２について、補助対象経費の重複は認められませんので、ご注意ください。※　Ｑ＆Ａ3-17参照
	　　　　　　　　　　　　添付書類
	提出部数
	確認欄

	宮崎県税の納税証明書
　※　１ヶ月以内に発行されたもの

※　県外在住の方も宮崎県税の納税証明書が必要
※　国税・市町村税ではありません
※　法人ではなく、申請者個人の納税証明書です
	原本　１部

	

	住民票
　※　３ヶ月以内に発行されたもの
　※　本人のみで可。世帯主、世帯員、本籍、個人番号等は省略で可
　※　外国籍の方は、「国籍・地域、在留期間等、在留資格、在留期間等の満了の日、住民台帳基本法第30条の45規定区分」の項目が明記されたもの
	原本　１部

	

	既に個人事業主として開業済みの場合は、税務署に提出した開業届の写し
	写し　１部

	

	既に法人を設立済みの場合は、履歴事項全部証明書

	原本　１部

	

	別法人の役員に就任されている場合は、当該法人の履歴事項全部証明書

　※　３ヶ月以内に発行されたもの
※　複数の法人の役員に就任している場合は、全て添付すること
	原本　１部

	


	　　　　　　　　　　　　その他参考資料
	提出部数
	確認欄

	見積書
　事業計画書の４「申請事業の経費明細書」に計上された補助対象経費のうち、物品購入や契約に基づく経費については、できるだけ金額の積算根拠となる見積書等を添付してください。
　※　業者から徴収した見積書のほか、物品等に関しては、カタログのコピーやｗｅｂページから印刷したもので構いませんが、商品名のほか、商品の画像と金額が表示されていること
　※　５０万円以上の物品購入や契約に基づく経費については、実際に発注される際には２者以上の相見積が必要ですが、交付申請書を提出される時点では、１者の参考見積書で構いません。

	原本、又は写し
１部

	


  　県内定着事業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　               　
	　　　　　　　　　　　　提出書類
	提出部数
	確認欄

	補助金交付申請書　　　　　　　（様式第２号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	原本１　部
副本１０部
	

	事業計画書　　　　　　　　　　（様式第２号（別紙１））

	原本１　部
副本１０部
	

	暴力団等排除に関する誓約書　　（様式第２号（別紙２））
	原本１　部

	

	個人情報取り扱い同意書　　　　（様式第２号（別紙３））
	原本１　部

	

	居住地に関する誓約事項　　　　（様式第２号（別紙４））
※　申請時に宮崎県内に居住されていない場合
	原本１　部

	

	補足説明資料
　事業計画書の補足説明資料として、必要に応じて添付が可能
	原本　１部
副本１０部
	


　　「添付資料」、「その他参考資料」については、ビジコン事業と同様です。
ただし、ビジコン事業に応募され、添付されている場合は、提出を省略して差し支えありま
せん。
１１　提出書類作成上の留意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 　　  
（１）提出書類は、下記に郵送してください。直接、ご持参されても構いません。
　　　郵送の場合、募集期間中に必着となりますので、ご注意ください。
	提出先
　　　〒８８０－０３０３
宮崎市佐土原町東上那珂１６５００番地２
公益財団法人宮崎県産業振興機構　経営情報課　宛



　　　　　
　　　　
（２）各提出書類は、必ず指定の様式を使ってください。
提出書類の様式は、公益財団法人宮崎県産業振興機構のホームページ
（https://www.mepo.or.jp/shiensaku）の「支援策のご案内」からダウンロードできます。
　　　　　様式は、WordとExcelの２つがありますので、どちらを使われても構いません。また、他
のソフトウェアを使って独自に作成されても構いませんが、様式の体裁にそってA４サイズ
で作成してください。
（３）①交付申請書（様式第１号、第２号）、②事業計画書（同　別紙１）の順に並べ、書類の左肩をクリップで留め（ホッチキス不可）してください。
（４）提出書類は、全てＡ４サイズ縦、片面印刷（両面印刷不可）にしてください。印刷は、カラーと白黒のどちらでも構いません。副本（10部）は、両面印刷も可とします。
（５）提出された書類は、返却しません。
１２　審査・採択　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　申請者の資格要件及び事業内容を審査して、予算の範囲内で採択を決定します。審査の手順　　　は以下のとおりです。
  　資格審査　　　　　　　　※　ビジコン事業、県内定着事業　共通    　　　           
　　申請者（補助対象者）が、交付要領に定める補助対象者の要件に該当しているか。補助事業の内容が、同じく交付対象（補助対象事業）の要件に該当しているか、を審査します。
  　書面審査（一次審査）　　※　ビジコン事業、県内定着事業　共通    　　　           
　　外部の専門家からなる審査委員会が、事業計画書等をもとに、書面審査を行います。
　　審査の主な着眼点は、以下のとおりです。
　　①　社会性
　　　　・実情に即した地域課題の把握
・課題解決の方法、効果
・他地域への展開可能性、地域への貢献（先進性、公益性）
　　　　・地域の女性や若者にとっての魅力度注※　　※　県内定着事業のみの審査項目
②　事業性
　　　　・事業計画の妥当性（スキーム、スケジュール）
　　　　・事業体制の構築、実行能力の有無
・資金計画（起業時の資金、事業継続のための資金）
　　　　・事業の継続性
　　③　必要性
　　　　・サービスの必要性（地域での事業の必要性）
　　
　　④　デジタル技術の活用
　　　　・事業の内容に応じたデジタル技術の活用
　　　　・生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上
　　⑤　事業者の熱意、意欲
　　　　　※　ビジネスプランコンテスト、ヒアリング審査（最終審査）での審査項目
  　ビジネスプランコンテスト（最終審査）　　　※　ビジコン事業     　　　　　　　   
　　　ビジコン事業に応募され、書面審査（一次審査）を通過された方は、申請者本人によるプレゼンテーション（質疑応答も含む）を実施し、外部の専門家からなる審査委員会が、申請事業の順列、採択の可否を決定します。
　　　なお、ビジネスプランコンテストは一般公開を予定しています。
ビジネスプランコンテストの日程や会場、開催要領については、別途お知らせします。
  　ヒアリング審査（最終審査）　　　　　　　　※　県内定着事業     　　　　　　　   
　　　県内定着事業に応募され、書面審査（一次審査）を通過された方は、申請者本人によるヒアリング（質疑応答も含む）を実施し、外部の専門家からなる審査委員会が、申請事業の順列、採択の可否を決定します。
　　　なお、ヒアリング審査は非公開を予定しています。
ヒアリング審査の日程や会場、開催要領については、別途お知らせします。
１３　審査結果の通知等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　審査結果については、審査会終了後速やかに、申請者全員に対し、採択の可否を書面で通知します。なお、ビジネスプランコンテスト（最終審査）に関しては、当日、会場にて審査結果を発表しますので、不採択者へのあらためての通知はしません。
　　また、採択され、補助金の交付決定を受けた方については、補助対象者名、事業テーマ等を外部に公表します。
　　審査結果についてのお問い合わせには、一切応じかねますのでご了承ください。
１４　交付決定に関する注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　採択者には、機構から交付決定通知書を書面で送付します。
通知書の「日付」が、交付決定日（補助対象事業期間の始期）になります。
また、通知書に記載する「補助金の額」は、補助限度額を明示するもので、補助金の支払いを約束するものではありません。また、補助対象経費が当初の額を超えた場合でも、記載された「補助金の額」を増額することはできません。
１５　実績報告書提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　補助事業完了後３０日を経過した日又は令和９年２月１日（完了日）のいずれか早い日までに、実績報告書（様式第９号）及び関係書類を提出してください。
１６　完了検査、交付額確定、補助金交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　提出された実績報告書をもとに完了検査を実施し、事業内容の検査と経費執行内容の確認を行った後、交付すべき補助金の額を確定し、交付確定通知書を送付します。通知書受領後、補助金交付請求書（様式第10号）を機構に提出していただきましたら、交付確定通知書の金額を補助事業者の個人名義の口座に振り込みます。なお、補助金の概算払い（前払い）は行いません。
　　※　補助金は、経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。
１７　（参考）Ｑ＆Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　
	番号
	項目
	内容
	回答
	備考

	1－1
	募集の対象者

	申請者（応募者）に年齢や性別による制限はありますか。
	ビジコン事業は、女性又は３５歳未満（令和８年４月１日現在）の方が応募できます。県内定着事業は、年齢・性別による制限はありません。どなたでも応募できます。
また、女性又は３５歳未満の方は両方に応募することができます。
	募集要領
P1
交付要領第4条


	1－2
	〃
	現在、個人事業主です。応募できますか。

	令和８年４月１日以前に開業届を提出され、個人事業主となっている方は応募できません。
ただし、４月１日以降に既存事業とは異なる新たな事業でもって開業届を行う場合は対象となり得ます。
	募集要領P1 
交付要領第4条

	1－3
	〃
	法人も応募できますか。
	個人事業主と同様に、令和８年４月１日以前に法人を設立されている場合は応募できません。
ただし、４月１日以降に既存事業とは異なる新たな事業でもって法人の設立を行う場合は対象となり得ます。
	募集要領P1
交付要領第4条

	1－4
	〃
	法人の代表者は応募できますか。

	個人として応募することができます。
ただし、既存の法人事業と同種、あるいは延長と見なされる場合は対象となりません。
	募集要領P1
交付要領第4条

	1－5
	〃

	これから起業する予定ですが、応募できますか。
	応募できます。
ただし、補助事業対象期間の完了日（令和９年２月１日）までに開業届、又は法人の設立を行う必要があります。
	募集要領P1
交付要領第4条

	1－6
	〃

	県外に在住していますが、応募できますか。

	応募できます。
ただし、居住地に関する誓約事項を提出した上で、補助事業対象期間の完了日（令和９年２月１日）までに宮崎県内に居住する必要があります。
	募集要領P1

様式第1号(別紙4)
様式第2号(別紙4) 交付要領第4条

	1－7
	〃

	事業実施地が未定ですが、応募できますか。

	応募できますが、事業計画書に予定している市町村名は記載してください。決まった時点で登録変更届を提出していただくことになります。
	様式第1号
様式第2号様式第6号交付要領第4条

	1－8
	〃

	地域おこし協力隊員は応募できますか。
	地域おこし協力隊の任期中は応募できません。また、任期終了後に起業される場合も市町村の特別交付税措置の対象となる場合は応募できません。
	

	1－9
	〃
	応募は１人１件ですか。


	事業内容が異なっても、応募は１人１件です。
ただし、女性又は３５歳未満の方はビジコン事業と県内定着事業の両方に応募することができます。
	

	2－1
	対象となる事業
	農業は対象事業になりますか。
	農業、林業、水産業の第一次産業は対象外です。
６次産業化のように、一次産業に加えて製造加工、販売等を行う場合は、対象となり得ます。
	

	2－2
	　〃
	フランチャイズチェーンは対象事業になりますか。
	対象者及び対象事業の要件を満たす場合は対象事業になります。
　
	

	2－3
	〃
	よろず支援拠点コーディネーターによる支援は必ず必要ですか。


	事業計画について、よろず支援拠点コーディネーターによる助言、指導等の支援を受けていなければ、申請書を提出することはできません。募集締切日の１０日前までには相談の予約をお願いします。
なお、コーディネーターは、事業計画のブラッシュアップのほか、申請後も資金・労務・販路開拓や広報に関するアドバイスなど、継続して伴走支援します。ただし、事業計画書の作成代行はしません。
	募集要領
P2

	2－4
	〃
	事業承継、第二創業とは何ですか。
	事業承継は、代表者の交代を伴い、新たな事業へ取り組む場合。第二創業は、同一法人が既存事業とは異なる新たな事業へ取り組む場合です。
この場合、新たな事業がSociety5.0関連の未来技術を活用した新たな社会システムづくりの分野の事業である必要があります。
	募集要領
P1
交付要領第4条
第6条

	2－5
	〃
	業種に制限はありますか。

	公序良俗に反する事業や宗教的、政治的意図を有した事業、また、補助金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等）でない限り、業種による制限はありません。
	募集要領P2

交付要領
第3条
第6条

	2－6
	　〃
	業種によって有利・不利がありますか。
	対象となる事業は、宮崎県が地域再生計画において定める社会的事業の分野であって、地域課題の解決を目的として行う事業とされており、事業計画や収支計画を審査において評価することになります。
	募集要領P1,P2

交付要領
第6条

	2－7
	　〃
	他の補助金等を重複して受給することは可能ですか。
	申請する事業の全部又は一部を対象として国（独立行政法人を含む）から補助金等の交付を受ける場合は、本補助金を受給することはできません。また、市町村単独事業などの国費を財源としない補助金であっても、対象経費の重複は認められません。
他の補助金等の併給を検討される場合は、まず当機構にご相談ください。
	募集要領P2
交付要領
第6条

	3－1
	補助対象経費

	中古品の購入は補助対象経費になりますか。
	中古品は、中古市場において価格設定の適正性が明確でないことが一般的であるため、対象外です。
	募集要領P5


	3－2
	　〃
	本人又は親族・兄弟が所有する不動産を事務所等として借用した場合の賃借料は補助対象経費になりますか。
	三親等以内の親族からの物品・役務調達、賃借費用は対象外です。

	募集要領P4

	3－3
	　〃
	税理士報酬は補助対象経費になりますか。
	税務申告、決算書作成等のために税理士に支払う報酬は対象外です。
	募集要領P6

	3－4
	〃
	交付決定日前の事前着工（改修工事等）について、やむを得ない事情があっても補助対象になりませんか。
	補助対象になりません。

	募集要領
P3


	3－5
	〃
	補助対象経費の支払いに、期間の制限がありますか。
	交付決定日以降に契約・発注し、補助対象期間内に支払いが完了した経費が対象となります。
なお、店舗等の借料については、交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払った費用は対象となります。
	募集要領
P3,4


	3－6
	〃
	補助対象経費を支出する場合、支払方法に制約はありますか。（クレジットカードで決済できますか。）
	原則、現金一括払い（口座振替含む）です。
クレジットの一括払いも認められますが、分割払い、リボ払い、ポイント決済、ギフトカードでの決済などは認められません。また、引落日は補助対象期間内であることが条件です。なお、支払いの一部をポイント決済、ギフトカードで決済した場合は、残額のみが補助対象経費となります。
また、本人名義以外のクレジットカードでの決済は認められません。個人事業の場合は代表者、法人の場合は法人名若しくは代表者個人のクレジットカードでの決済のみ認められます。
	

	3－7
	〃
	インターネット（アマゾン、楽天などのＥＣサイト）で補助対象経費となる物品を購入する際、送料は補助対象経費になりますか。
	物品の取得原価の一部として、領収書に商品代金と送料が内訳として記載されている、あるいは合算されていれば認められます。
	

	3－8
	〃
	インターネットで物品を購入する際、請求書が発行されない場合がありますが、どうすると良いですか。
	発注日、発注元、発注先、発注物、購入金額、支払方法が記載されている書類で代用できます。例えば、見積書として商品の詳細（商品名、金額、写真等）がわかる画面のコピー、発注書として注文履歴や発注後の自動返信メールが挙げられます。
	

	3－9
	〃
	物品を小売店（店頭）で購入しました。その際、請求書が発行されませんが、どうすると良いですか。
	領収書、あるいはレシート（「領収書」の記載があるもの）を提出してください。
	

	3－10
	〃
	車両の購入費用は補助対象経費になりますか。
	車両の購入費用は原則として対象外です。例外として、対象事業以外には使用できないことが明確な移動販売車や福祉車両があります。
	募集要領P5


	3－11
	〃
	レンタカー費用は補助対象経費になりますか。
	業務等に使用する車両のリース費用は対象となりますが、出張等の際に利用するレンタカー費用は、旅費に相当するため、対象外です。
	募集要領P5,P7

	3－12
	〃
	キッチンカー（移動販売車）は補助対象経費になりますか。
	車両の購入費用は原則として対象外ですが、内外装工事等のキッチンカーの制作費用（取付費用を含む）や厨房設備、調理器具等は対象となります。
	募集要領P5


	3－13
	〃
	住居兼店舗の改装費は補助対象経費になりますか。
	事業で使用する店舗・事務所部分が物理的に明確に区分されている上で、店舗・事務所部分に係る改装費のみが対象となります。
	募集要領P5


	3－14
	　〃
	駐車場の賃借料は補助対象経費になりますか。
	顧客用は対象ですが、従業員用は対象外です。
	募集要領
P4

	3－15
	　〃
	補助対象経費とならない物品にはどういうものがありますか。
	消耗品と認められるもの
・使用期限が１年未満のもの
・原則、１件当たりの取得単価が１万円未満の安価な物品
このほか、中古品や汎用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に明確に必要なものと特定できない物品（容易に持ち運びができ、他の目的に使用できる物品）は対象外となります。対象事業によって、その必要性を判断しますので、機構にお問い合わせください。
	募集要領P5

	3－16
	〃
	外注費と委託費はどう違うのですか。
	外注は成果物の納品が目的であるの対し、委託は業務の遂行が目的です。
・外注費の例：Webサイトの制作、部品の製造
・委託費の例：経理代行、システム運用、コンサルティング
内外装工事の請負契約費は、設備費及び借料に計上
してください。
	募集要領P9


	3－17
	〃
	ビジネスプランコンテスト開催事業の事業計画書は、何故、申請事業の経費明細表を２つ作成しないといけないのですか。
作成する際の注意点を教えてください。

	ビジネスプランコンテスト開催事業の補助金は、起業支援金（上限200万円）と県独自起業補助金（上限100万円）の２つで構成しているため、補助対象経費の重複は認められません。このため、経費明細表を明確に区分して提出していただく必要があります。
費目は同じでも、対象物が違えば、どちらに計上されても構いませんが、例えば、見積額６００万円の一つの補助金対象物を、起業支援金に４００万円、県独自起業補助金に２００万円と分けて計上することはできません。
ただし、人件費の例では、Ａさんの人件費を起業支援金に、Ｂさんの人件費を県独自起業補助金に、といった計上の仕方はできます。
なお、補助金交付申請額が２００万円以下の場合
は、起業支援金のみで申請してください。
	募集要領P11,12


	4－1
	その他
	交付申請書を提出する時点で全ての見積書を提出する必要がありますか。

	補助対象経費のうち、高額な物品購入や内装工事等の契約に基づく経費については、できる限り金額の積算根拠となる見積書等を添付してください。
業者から徴収した見積書や物品等に関しては、カタ
ログのコピーやｗｅｂ画面から印刷したもので構い
ません。
	募集要領P11,12


	4－2
	　〃
	申請した後に、事業内容を変更することはできますか。
	提出された交付申請書や事業計画書の差し替えや訂正はできません。
交付決定を受けた後に事業内容等に変更が生じる場
合（軽微な変更を除く）は、速やかに補助事業変更
承認申請書を機構に提出し、承認を受けなければな
りません。
	様式第5号

	4－3
	　〃
	申請した後に、申請書に記載した内容を変更することはできますか。
	住所や事業実施地の変更、開業届（屋号）や法人設
立など、申請書の記載内容に変更が生じる場合は、
速やかに登録変更届を機構に提出しなければいけま
せん。
	様式第6号

	4－4
	　〃
	ビジネスプランコンテストやヒアリング審査は必ず出席しなければいけませんか。
	特段の理由がなく、事前に機構の承諾を得ないで欠席される場合は、申請を辞退されたものとして取り扱います。
	

	4－5
	　〃
	交付申請書の事業完了予定日は、いつにすればよろしいのですか。
	補助対象事業期間の満了日である、令和９年２月１日までの期間内で記載してください。
事業完了日が未定の場合は、令和９年２月１日と記載されて構いません。
	様式第1号様式第2号

	4－6
	　〃
	移住支援制度について教えてください。

	詳しくは、下記ホームページ、又は移住先の市町村にお問い合わせください。
宮崎県移住・UIJターン情報サイト「あったか宮崎ひなた暮らし」
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